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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本包装技術協会(JPI)及び財団法人

日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準

調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 
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高齢者・障害者配慮設計指針－ 
包装・容器－使用性評価方法 

Guidelines for older persons and persons with disabilities－ 
Packaging and receptacles－Evaluation method by user 

 
序文 

この規格は，高齢者及び障害のある人々を含む多くの人が満足する包装・容器づくりの普及を目的とし

て，JIS Z 8071 に基づき，消費生活用製品の包装・容器の使用性について“使用者の立場で客観的に評価

する方法”について規定したものである。 

この使用性評価方法は，企業における開発製品の評価はもとより，消費者団体などにおける試買品のチ

ェック用としても活用することができる。 

なお，この規格は，高齢者及び障害のある人々に配慮して設計した製品の評価のほか，アクセシブル・

デザイン，ユニバーサル・デザインなどの評価方法としても活用されることが期待されている。 

 

1 適用範囲 

この規格は，高齢者及び障害のある人々を含む多くの人の立場で，消費生活用製品の包装・容器の購入

から分別・排出までの各段階における，使用性を評価するための方法について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS S 0021 高齢者・障害者配慮設計指針－包装・容器 

JIS Z 8071 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針 

注記 対応国際規格 ISO/IEC Guide 71:2001，Guidelines for standards developers to address the needs 

of older persons and persons with disabilities (IDT) 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

アクセシブル・デザイン 

何らかの機能に制限のある人に焦点を合わせ，これまでの設計をそのような人々のニーズに合わせて拡

張することによって，製品，建物及びサービスをそのまま利用できる潜在顧客数を最大限まで増やそうと

する設計。 

注記 アクセシブル・デザインは，ユニバーサル・デザインに含まれる概念で，ユニバーサル・デザ
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